
1 競争入札に付する事項
（１） 契約件名

（２） 契約内容

（３） 納入期限

（４） 納入場所

（５） 入札方法

2 競争に参加する者に必要な資格 (1)

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。

(3)

(4)

3 証明書等の提出期限、提出方法 17 時 00 分

4

5 入札説明書の交付期間、交付方法　

か  ら ま で

6 入札書等の提出期限

7 開札の日時場所 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

9 入札の無効

10 落札者の決定方法 (1)

11 契約書作成の要否

12 仕様に関する問い合わせ先
(岡田  内線85-2114)

本調達案件は令和6年度の予算成立を条件とする。

仕様書のとおり

公　　　　告 総契第　29　号

令和6年2月13日
支出負担行為担当官

記

令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守
仕様書のとおり

令 和 7 年 3 月 31 日

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書
等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで
行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定
に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方
式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札説
明書による。

予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

令和４・５・６年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、下記「契約の種類」
に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該
部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。

警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共
事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「役務の提供等」 の Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級

（証明書等提出期限） 令 和 6 年 2 月 28 日
（提出方法）
・電子調達システムにより入札参加する場合
　以下の書類を電子調達システムにより提出すること。

契約条項等を示す場所、契約
及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関２－１－３　
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係

(1)紙入札方式参加願（紙入札用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

海上保安庁海洋情報部企画課
03-3595-3601

以上公告する。

(2)

令 和 6 年 3 月 11 日 17 時 00 分

令 和 6 年 3 月 12 日 10 時 40 分

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心
得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。

海上保安庁入札・見積者心得書による。

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（交付方法）
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロードす
ること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html
　また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記する）並びに重量200g
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記４の係に申し込むこと。

(1)確認書（電子調達用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・紙入札により入札参加する場合
　以下の書類を下記４の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。
　（ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る）

03-3591-6361 （内線　2821　)

（入札説明書等の交付期間）

令 和 6 年 2 月 13 日 令 和 6 年 2 月 28 日



契約番号： 総契第　29　号
契約件名：

項目及び構成

１　契約担当官等
２　調達内容
３　競争参加資格
４　入札参加申込手続き
５　入札書及び関係書類の提出場所等
６　その他

令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守

別紙－1　入札書（海上保安庁様式）
様式－１　紙入札方式参加願
様式－２　紙契約方式承諾願
様式－３　確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－４　電子証明書変更承諾申請書
様式－５　期間委任状
様式－６　都度委任状
別冊　契約書（案）
別冊　仕様書

入　札　説　明　書

（最低価格落札方式）



１　契約担当官等

２　調達内容

(内線85-2114)

⑹　入札方法
　　原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。
　　なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
  算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
　　また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び
　　紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
　　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
　①　入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
　②　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に
　　相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ
　　の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入
　　札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　　るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
　　記載した入札書を提出しなければらない。
　③　入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない｡
    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札
    書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺　入札保証金及び契約保証金　　免　除

令和7年3月31日

仕様書のとおり

　⑶　納入期限

03-3595-3601
海上保安庁海洋情報部企画課　岡田

　海上保安庁の調達契約に係わる入札公告
 (令和6年2月13日付） に基づく入札につ

いては、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、契
約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるも
のとする。

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

入　　札　　説　　明　　書

　⑷　納入場所
仕様書のとおり

　⑸　仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
　なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先
　　〒100-8932　東京都千代田区霞が関３－１－１

　⑴　契約件名
令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守

　⑵　契約内容



３　競争参加資格
⑴

⑵ 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶

⑷

⑸

４　入札参加申込手続き
⑴ 　申込方法

期間委任状について

ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ

　入札参加希望者は、４（５）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達シ
ステムにより提出するものは除く）
　なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、
配達証明が確認出来るものに限る）
　また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間
委任状（様式５）又は都度委任状（様式６）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に
係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に
関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省
略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を
選任して委任することは認めない｡)。

　入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければなら
ない。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「役務の提
供等」 のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する
者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
　なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請
を行う必要があるので下記５⑵へ問い合わせること。

　警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省
公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。(これ
を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
　　　若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を
　　　得るために連合した者
  (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の
　　　履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

　電子入札においては、復代理は認めない。
　委任期間は当該年度内を限度とする。
　代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
　原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。



⑵ 　電子調達システムによる証明書等の送信方法

⑶ 　ファイル圧縮方法の指定

⑷

⑸

各提出書類の提出先は次のとおりです。

⑹ 　証明書等審査結果の通知

令和 6年 3月 4日 までに電子調
達システム又は文書等により通知する。

1 一太郎 Ver10形式以下のもの
2 Microsoft Word Word2000形式以下のもの

　電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー
ジョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式

　ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

　ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等の
ファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、１つのファイルとして（例えばPDF
形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等につ
いては、直接５⑵の契約係担当者に手渡すこと。
　直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に
よる提出をすることが出来る。この場合、事前に５⑵にその旨を連絡すること。
　なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認
通知書を送付する。

　証明書等の提出期限 令和6年2月28日 17時00分

４⑴により提出された証明書等の審査結果を、

3 Microsoft Excel Excel2000形式以下のもの

4 その他のアプリケーション

PDFファイル
画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)
上記に加え特別に認めたファイル形式

・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）

〇電子調達システムにより入札参加する場合

〇紙入札により入札参加する場合

・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））



※

※

５　入札書及び関係書類の提出場所等
⑴

⑵ 　入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

山葉多　朋子
内線 2821

⑶ 　入札説明書（仕様書等添付）の交付期間
令和6年2月13日 から まで

⑷ 　入札書の提出期限
令和6年3月11日

⑸ 　入札書の提出方法
①　電子調達システムによる場合

ア 　入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。

イ 　入札書等の記載事項
　 ａ 　契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

ｂ
ｃ

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ

②　紙による入札の場合
ア 　入札書の様式は、別紙－1によるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ

ｂ

c
d

令和6年2月28日

17時00分

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
　入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、
入札に参加できないので注意すること。

　入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を５⑵へ提出する
こと。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html

　入札書は電子調達システムにより提出すること。
  ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先
　　　 政府電子調達システム 　　　https://www.geps.go.jp/
       電子調達システムヘルプデスク　　 TEL  0570-000-683

東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係
℡03-3591-6361

　入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

（電子認証書を取得している者であること。）

　入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入さ
れている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約
権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

　契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。



e

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ
ｃ

エ 　郵送により提出する場合

⑹ 　入札の無効
①

ア 　委任状が提出されていない代理人のした入札
イ

ウ

エ 　金額を訂正した入札
オ 　誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ

キ

ク

ケ

②

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

　入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等
及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

　競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提
出された書類が審査の結果採用されなかった入札

　競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名
停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

　電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
　不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
　なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電
子証明書変更承諾申請書（様式４）を提出すること。
　また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷
したものを添付すること。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができな
い。

　支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提
供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留
郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第３項に
規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることが
できる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、
中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、
「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の１に該当する入札は無
効とする。

　所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札

　記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること
ができる。）を欠く入札

　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者の入札



⑺ 　入札の延期等

⑻ 　開札の日時及び場所

令和6年3月12日

海上保安庁入札室

⑼ 　開札
①　電子調達システムによる場合

ア

イ

②　紙による場合
ア

イ

③

④

⑤

６　その他
⑴ 　契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨

⑵ 　入札者に要求される事項

⑶ 　落札者の決定方法
①

　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ
とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しく
は入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

日時： 10時40分

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに
応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな
い。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない
事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

　入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しな
ければならない。
　また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。

　本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札
説明書３の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満た
し、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがあ
る。

場所：

　開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を
立ち会わせてこれを行う。

　開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
　この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。



②

ア

イ

ウ

③

⑷ 　契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）

①

②

③

④

⑤

⑸

　「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に
従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
　紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定
後に上記5（2）へ提出すること。

　契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内にその旨を落札者
とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
  ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

　競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取
り交わすものとする。

　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれ
に記名押印するものとする。

　上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約
の相手方に送付するものとする。

　契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定し
ないものとする。

　電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及
び取扱い

　電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容
と復旧の可否について調査確認を行うものとする

　すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複
数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の
変更（延長）を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると
認められる場合を除く）
　変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札
参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入
札参加者に電話等で連絡するものとする。

　電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装してい
る。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、
電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入
札方式参加願に記載するものとする。
　落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を
行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
　電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決
定するものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事
業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子
くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

　同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
　その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。



⑹

⑺ 支払条件は履行完了後、四半期払いとする。

⑻

⑼

⑽

⑾ 本調達案件は令和6年度の予算成立を条件とする。

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１
３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を
踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

　発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

　発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、
障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
　障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において
は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合
には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

　上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき
事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
　    https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html

　入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立
てることはできない。



　

 

 一金

ただし

 　

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

　 ２.金額は「アラビア」数字で記入する。

代表者氏名

別紙様式1-1

入　札　書

住　　所

商号又は名称

令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守

連絡先２：

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：



　

 
（ 総 29 ）

 １．発注件名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

 紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号(業者コード)

　 企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

（連絡先）

電話番号

メールアドレス

入札者

住　　所

企業名称

氏　　名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

※１．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は

　　その者が記載、押印する。

　２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の

　　３桁の数字を記載する。

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-1

紙入札方式参加願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守



（ 総 29 ）

　

 

 １．件　名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

 紙契約方式での手続きをいたします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

様式-2

紙契約方式承諾願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿



会社名等

部署名

確認者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

は、本入札に使用するＩＣカード券面の番号を記入してください。

（担当者連絡先）※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

（様　式-３）　一般競争入札方式

○宛　　　　　先：　海上保安庁　総務部政務課　予算執行管理室　契約係

確    認    書

件　名：令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

                  　

　　　　　 令和    年    月    日

電子入札方式により参加する方

【ＩＣカード券面の番号】 「シリアルナンバー（ＳＮ）」、「ＩＤ」などの項目に続く

１０数桁の数字・英字（例：14桁、16桁）

【取得者名】

（左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。）

＊今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

＊上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。



様式-４

２．変更後の電子証明書番号

３．変更理由

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

支出負担行為担当官
  　海上保安庁総務部長　　殿

　上記については承諾します。

電子証明書変更承諾申請書

１．発注件名：

  上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明
書について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申
請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁総務部長



　入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書
発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満
了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に
関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承
認申請書（様式３）を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書に
は、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
　発注者（海上保安庁）は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確
認できる場合についてのみ変更を承諾します。



様式５

期　間　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 私は上記の者を代理人と定め

 下記の権限を委任します。

 委任期間    令和    年    月    日から

 　          令和    年    月    日まで

 委任事項

 

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：



様式６

都　度　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 委任事項

１．

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：

 私は上記の者を代理人と定め

「件名：令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守 」に関する下記の権限を委任します。



 

令 和 ６ 年 度  

総 契 第 ２ ９ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

  請負契約書（役務）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



請 負 契 約 書 （ 役 務 ） 

 

１ 契 約 件 名  令和６年度青海合同庁舎廃液処理設備等保守 

 

２ 契 約 金 額  金 円 

     うち取引に係る消費税額及び地方消費税額  金 円                           

       

３ 引 渡 期 限  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

   

４ 引 渡 場 所  青海合同庁舎（東京都江東区青海二丁目５番１８号） 

 

５ 契 約 保 証 金  免除 

 

 

 

上記請負作業について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 は、 

受注者 ●● と、次の条件により請負契約を締結する。 

 

 

 

（総  則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の仕事を完成し、引渡期限までにこれを引渡場所において発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対

し、受注者に請負代金を支払うものとする。 

 

収 入 

印 紙 



（仕様書の解釈等） 

第２条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他

軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員（以下「監督職員」という。）の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内

をもって行うものとする。 

 

（監督職員） 

第３条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 

２ 受注者は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 

３ 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるもの

とする。 

４ 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等）  

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場 

合は、この限りでない。  

 

（一括再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 

 

（再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務） 

第６条 受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじ

め再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なけ

ればならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 



２ 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、

会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 

３ 受注者は、第１項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な

業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方（次条「再委託受託者」という。）の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面

（以下「履行体制に関する書面」という。）を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とす

る。 

４ 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

５ 第１項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 

 

（再委託受託者に対する監督） 

第７条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 

２ 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 

 

（代理人等に関する措置要求） 

第８条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人（下請負人は代理人とみなす。以下同じ。）、主任技術者、使用人又は労務者等でこの

契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

 

（貸与品） 

第９条 発注者は、仕様書に記載する貸与品を発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。この場合において、受注者は、貸与品の交付を受

けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。 

２ 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで、貸与品が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となった

ときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。 

３ 受注者は、貸与品を仕様書に基づいて使用し、作業の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした

書類を作成し、監督職員（監督職員不在の場合は検査職員）の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、こ

れを発注者に返還しなければならない。 



 

（納入期限の変更等） 

第１０条 発注者は、その都合により納入期間又は納入場所を変更することができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

（納入の通知及び検査） 

第１１条 受注者は、成果品を納入するときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の納入通知を受けたときは、納入場所において、検査を行うものとする。 

３ 発注者は、第１項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、仕様書等に指定した方法その

他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 

４ 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 

 

（成果品の引渡） 

第１２条 受注者は、成果品が前条の検査に合格したときは、これを発注者に引き渡すものとする。 

２ 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。 

 

第１３条 発注者は、成果品の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡し受けることができるものとする。 

２ 前２条の規定は、前項の検査及び引渡について準用する。 

 

（成果品の転用） 

第１４条 受注者は、頭書の作業で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。 

 

（請負代金の支払） 

第１５条 発注者は、受注者が履行完了後四半期毎に提出する適法な支払請求書を受理してから３０日以内（以下「約定期間」という。）に海上保安

庁において、その代金を支払うものとする。 



２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受

注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、

約定期間に算出しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の

提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

                          

（遅延利息） 

第１６条 発注者は、約定期間内に代金の支払をしないときは、受注者に対し遅延利息を支払なければならない。 

２ 遅延利息の額は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞し

た日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとす

る。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円末満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円末満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前３項の例

に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（引渡期限の延伸） 

第１７条 受注者は、引渡期限までに成果品を引き渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完了可能期日を明示して、発注者に引渡期

限の承認を求めなければならない。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅延が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１８条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、請負金額の年３パーセン

トとする。ただし、請負金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 



 

（危険負担） 

第１９条 成果品の所有権が移転する以前に生じた成果品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発

注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。 

 

（契約不適合責任） 

第２０条 受注者は、成果品の所有権移転後１年以内に、その成果品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければ

ならない。また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 

 

（契約の解除） 

第２１条 下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

  （１） 受注者から解除の申出があったとき。 

  （２） 受注者が第４条、第５条及び第６条の規定に違反したとき。 

  （３） 前号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

  （４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若

しくは監督を妨げようとしたとき。 

  （５） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第４号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければ

ならない。ただし、第１号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

   （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 



   （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

   （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしたと認められるとき。 

   （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

   （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

   （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき 

   （７） 受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

 

第２２条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に

損害が生じ解約後３０日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２３条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対

して有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指

定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、違約金等が

１，０００円末満の場合は、この限りではない。 

 



３ 第１６条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」、第３項中「１００円」とあるのは、「１円」と読み替えるものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２４条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更が

あった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89

条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２５条 本作業により知得した成果品の内容、情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。 



（契約外の事項） 

第２６条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者・受注者協議して定めるものとする。 

 以上契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者受注者各１通を保有する。 

 

 

 

令和６年４月１日 

 

 

住    所 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

             発注者 

氏    名  支出負担行為担当官 

海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 

 

住    所  

             受注者           

氏    名  

 

 

 



イ手不口 6有 三碁彗

青 海 合 同 庁 舎
｀

廃 液 処 理 設 備 等 保 守

仕 様 書

海 上 保 安 庁

1.総則

青海合同庁舎 (以下、「庁舎」という。)における廃液処理設備、排ガス洗浄装置及び局所排気装置 (以

下、「設備等」という。)の維持及び管理について、関係法令によるほか、本仕様書に定めるところによ

り、設備等の機能を常に最良な状態に維持管理するため、定期的に保守及び修理等を行うものとする。

また、設備等の維持管理に付随して発生する産業廃棄物等の収集、運搬及び中間処理について、関係

法令に基づき処分を行うものとする。

2.・施設の名称及び所在地

施設の名称 :青海合同庁舎

所在地 :東京都江東区青海二丁目5番 18号

3.・ 設備等の概要

(1)廃液処理設備 (以下、「装置A」 という。)

排出物質 :化学実験廃液 (別紙 1の とおり)

処理方法 :薬品による凝集沈澱法 (排水フロニは別紙 2の とおり)

処理能力 :11ぴ/日

製造業者 :(株)ダイキアクシス

(2)排ガス洗浄装置 (以下、「装置 B」 という。)

排出物質 :化学実験による排ガス (別紙 3の とおり)

処理方法 :湿式充填物方式

処理能力 :別紙 4。「排ガス洗浄装置機器一覧」のとおり

製造業者 :セイコー化工機 (株 )

(3)局所排気装置 (以下、「装置C」 という。)

処理能力 :別紙 5「局所排気装置機器一覧」のとおり

製造業者 :(株)グル トン

4.履行期間

令和6年 4月 1日 から令和7年 3月 31日 まで



5.用 語の定義

(1)支出負担行為担当官である海上保安庁総務部長を発注者とし、本業務の請負者を受注者とする。

(2)「職員」とは、海上保安庁職員をいう。

(3)「監督職員」とは、発注者に監督すべきことを命ぜられた職員をいう。

(4)「検査職員」とは、発注者に検査すべきことを命ぜ られた職員をいう。

(5)「庁舎」とは、青海合同庁合における建物の内部及び建物自体をいう。

(6)「保守員」とは、受注者が設備の保守等に従事させる技術者をいう。

(7)「 責任者」とは、受注者が現場責任者として定めた保守員をいう。

(8)「作業」とは、本仕様書で定める設備等の点検、保守及び洗浄にあたることをいう。

(9)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者が遵守すべきことをい う。

ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。

(10)「点検」とは、設備等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査す

ることをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行 うことをいう。

(11)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が

定期的に行 う点検をいう。

(12)「保守」とは、点検の結果に基づき設備等の機能を回復させるための軽微な修理又は危険の防

止のために行 う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これ らに類する軽微な作業をいう。

(13)「洗浄」とは、汚れを除去 し設備等の正常な機能を維持する作業をいう。

(14)「廃棄物」とは、設備等の維持管理に付随 して発生する産業廃棄物をいう。

61遵守事項

(1)受注者は、監督職員と協議した際は、記録を「打合せ記録簿」としてまとめ、監督職員に提出し

た上で、内容について承認を得ること。

(2)監督職員が承認した者でなければ、保安上、代替要員も含め、保守員として業務に従事できない。

(3)受注者は、全保守員に対し、事故防止のため作業服等を着用させ、名札、刺繍又は腕章等により

受注者の職員であることを明示するとともに、発注者より貸与された識別票を他者から明瞭に認識

できる位置に常時着用させること。

(4)保守員は、緊急の場合を除き、庁合に立ち入る必要がある場合は、監督職員又は職員の指示を仰

ぐこと。

(5)保守員は、業務を安全かつ適正に実施するため、設備等の設置場所、正常な状態、簡易な応急処

置及び操作方法並びに事案発生時の連絡体制等について、日頃より習熟しておくこと。

(6)受付に勤務する警備員や庁舎管理室に勤務する保守員と連絡を密にし、互いに情報の共有を図っ

たうえで、良好な関係を構築すること。

(7)法令を遵守し、勤務すること。

(8)監督職員が業務履行にふさわしくない恐れがあると認めた保守員については、受注者は別の者を

選任し、交代させること。
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(9)受注者は、発注者との契約が満了する際は、業務手順、業務引継書及びその他必要な関係資料を

作成 し、監督職員の指示する者への業務引継ぎを行 うこと。

(10)受注者及び保守員は、日本語での十分なコミュニケーション能力を有すること。

(11)著作権、特許権その他第二者の権利の対象となっている保守方法等の使用に関しては、その費

用及び使用交渉の一切を受注者にて行 うこと。

〈12)保守員が個人で出 した廃棄物等は、受注者の責任において適法に処理すること。

7.・ 保守員

(1)責任者の選任

受注者は、業務の実施に先立ち、責任者 として、身元、性向等が保証され、業務に関する作業の内

容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者を選考 し、「身上・経歴書 (別添参照)」 、「業務に関

する資格者証 (写 )」 及び 「受注者 との雇用関係を証明する書類」(以 下、「経歴書等」とい う。)を履

行開始の 7日 前までに監督職員に提出して、適格者であることの承認を得ること。

履行期間中における責任者の交代は原則として認めないが、病気事故等の止むを得ない事由により

監督職員が相当と認め、交代させる許可が得られた場合、上の要件を満たす者を選考 し、交代の日の

7日 前までに監督職員あて経歴書等を提出し、適格者であることの承認を得ること。

責任者 として選任 される者は、浄化槽管理士等の資格及び廃液処理管理の実務経験 3年以上を有

し、 IS014001認 証取得会社で業務に従事している必要がある。

(2)責任者の責務

イ.責任者は、現場の状況を把握 し、安全かつ効率的な保守を実現するために作業全般の指揮を執

ること。

口.責任者は、管理上問題が生じたとき又は生じる可能性があるときは、速やかにその結果を監督

職員に報告 し、確認及び指示を受けること。

ハ.責任者は、監督職員から現場への指示事項の窓口担当者とする。全ての保守員を掌握 し、監督

職員からの指示を全保守員へ限なく伝えるとともに、それを達成するために指揮を執ること。

二.責任者は、設備等の状況を常に把握 し、必要に応 じ故障等への適切な予防措置を講ずるととも

に、万が一故障等が発生したときや発生するおそれがあるときは、速やかに監督職員に報告する

こと。

(3)保守員の選任

受注者は、業務の実施に先立ち、業務遂行におけるすべての保守員について、身元、性向等が保証

され、業務に関する作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者を選考 し、書面をもっ

て経歴書等を履行開始の 7日 前までに監督職員に提出して、適格者であることの承認を得ること。な

お、履行期間中に交代させたい場合も同様とし、交代させたい日の 7日 前までに監督職員あて経歴書

等を提出し、適格者であることの承認を得ること。



8.提 出書類

受注者は、業務の実施にあたり、次の書面を作成のうえ提出期限までに監督職員に提出し承認を得る

こと。

(1)保守員名簿               保守員の承認後3日 以内 (履行開始日前まで)

(2)緊急連絡体制表             履行開始日前まで

(3)身上 。経歴書              履行開始日の 7日 前まで

(4)業務に関する資格者証 (写)      履行開始日の 7日 前まで

(5)受注者との雇用関係を証明する書類    履行開始日の 7日 前まで

(6)産業廃棄物処分業許可証 (写)     履行開始日前まで

(7)産業廃棄物収集運搬業許可証 (写)   履行開始日前まで

(8)IS014001認 証書 (写)     履行開始日前まで

9.点検及び保守作業事項

(1)装置Aの点検及び保守作業は、次のとおり行うこと。

イ.薬品類 (別表 1)の補充を行うこと。補充周期は、監督職員と協議すること。

口.薬剤注入ポンプは、指示調節と連動して薬剤の必要量が自動的に滴下するように調節し、その

際、逆流防止弁、ダイヤフラム及びス トレーナーには、特に注意して行うこと。

ハ.濾過機 (活性炭)の逆洗及び洗浄は、適宜実施すること。

二.各電極の設置場所は「別表 2」 のとおりとし、処理工程に基づき適正な設定を行う。

ホ.各電極は、毎週槽内から引き上げて付着した汚れを水洗いすること。落ちない汚れについて、

ガラス製の電極はこすらずに0.1モル塩酸液で洗い、金属製の電極は金属研磨液等で磨くこと。

へ.比較電極の内部には、塩化カリウムの飽和溶液を常に充満しておくこと。

卜.pH計の電極は、pH標準液を使用して 2点校正を行い、記録計附属の記録紙に作業日時、校

正数値及び液温を記入する。ORP計の電極は、ORP校正試薬を使用して校正すること。

チ.電気機器絶縁測定を期間中2回行うこと。

り.装置Aについて点検及び保守作業の項目は、「様式 1」 によること。

項目 :電気関係、ポンプ関係、電極関係、槽関係、薬品補充、濾過関係及び液面計チェック等

ヌ.装置Aについて別表 5の部品を交換すること。

(2)装置 Bの点検及び保守作業の項目は、「別紙 6」 及び「様式 2」 によること。

項目:運転、ポンプ、送風機及びスクラバー

(3)装置 Bの計器のレンジは、次のとおり。

風量 :各系統の設計風量による

静圧 :ス クラバー塔内圧力損失 3 0 0Pa以 下 (全体風量は各系統による)

液面 :循環ポンプのケーシング以上またはLS計電極のポンプ運転以上

pH計 :pHlか ら14
(4)装置Bの貯槽洗浄 (水の交換)は、汚れやpH値の低下等必要に応じ行うこと。
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また、循環液のpH値が低下する装置については、附属の薬液注入設備により苛性ソーダを自動注

入し、中和すること。

(5)装置Cについて、労働安全衛生法第45条の規定に基づき定期点検を実施すること。なお、点検

項目は次のとおり。

イ.フー ド、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くばみその他損傷の有無及びその程度

口.ダクト及び排風機における塵埃の堆積状態

ハ.排風機の注油状態

二.ダクトの接続部における緩みの有無

ホ.電動機とファンを連結するベル トの作動状態

へ.吸気及び排気の能力

卜.前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

イ～ 卜わ定期検査を行った時は、次の事項を記録し、監督職員に報告すること。

チ.検査年月日

り.検査方法

メ.検査箇所

ル.検査の結果

フ.検査を実施した者の氏名

ワ.検査の結果に基づいて補修等の措置を講じた時は、その内容

10.水 質等の測定及び分析

(1)水質の分析

イ.装置Aの水質分析は、毎週 (年間51回とする)、 環境濃度計量証明事業所 (以下事業所とい

う。)で行う。採水にあたっては、監督職員の立ち会いのもとにサンプリングする。また、監督

職員の指示がある場合、保存用試料もサンプリングし、装置A内に保存すること。

口.測定項目及び頻度は、次のとおり。

・ pH及び温度

時 期 :毎月第 1保守作業日

測定法 :JIS― K-0102 規定 12
・ヨウ素消費量

時 期 :毎週 (年間51回 )

測定法 :下水試験法

・下水道法第十二条の二第一項の規定に基づく測定項目は次のとおりとし、保守期間中 2回測定

を行うこと。

①カドミウム、②鉛、③総水銀、④ PCB、 ⑤四塩化炭素、⑥銅、⑦亜鉛、③フェノール、

⑨鉄 (溶解性)、 ⑩マンガン (溶解性)

ハ.測定結果は、事業所の計量証明書により採水後速やかに報告することとし、保存用試料につい



ては報告後、監督職員に連絡の上、廃棄すること。

(2)廃棄物の分析

イ.受注者は、廃棄物の中間処理のため、監督職員の立ち会いのもと指定する時期に分析必要量を

JIS規格 (JIS― K-0060-1992年 )等に基づき採取 し、事業所において分析する

こと。

なお、監督職員の指示がある場合は保管用試料も採取し、装置A内に保管することとし、保管

用試料は、監督職員の指示に基づき廃棄すること。

口.廃棄物名及び分析項目は次のとお りとし、分析法は関係法令に遵守 し行 うこと。

なお、焼却を行 う廃活性炭、支持材及び廃油については、分析を行わないこと。

・廃棄物名 :ス ラリー (槽内洗浄スラリー、保守期間中 2回の分析 )

分析項 目 :pH、 固形物、カ ドミウム、鉛、総水銀、シアン

・廃棄物名 :ス ラッジ (活性炭吸着塔内活性炭 )

分析項 目 :アルキル水銀、水銀、カ ドミウム、鉛、有機燐、六価クロム、砒素、シアン、

PCB、 トリクロロエチレン、テ トラクロロエチレン、ジクロロメタン、

四塩化炭素、1,2-ジ クロロエタン、1,1-ジ クロロエチレン、シスー1,2ジ ク

ロロエチレン、1,1,1-ト リクロロエチレン、1,1,2-ト リクロロエチ レン、

1,3-ジ クロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、

セ レン又はその化合物

ハ.事業所の分析結果の計量証明書は、採取後速やかに提出すること。

11.廃 棄物の回収、保管及び中間処理法

(1)回収及び保管

「別表 31の回収場所に配置した容器には、廃棄物名を明示し、必要数を配置し、充満した場合は

空容器と交換し、回収して設備等別に分類及び計量の上、保管すること。

(2)廃棄物の中間処理法は、原則として「別表 4〕 によること。

なお、内容成分を確認の上、行うこと。

(3)上記により発生した廃棄物は、中間処理場まで運搬し処理すること。なお、一切、受注者の責任

において処理すること。

(4)運搬する廃棄物の量は、監督職員の立ち会いのもと正確に計量し、その結果は書面をもって監督

職員に提出し、その確認を受けること。

(5)中間処理は速やかに行い、完了後はその旨書面をもって監督職員に提出すること。

(6)設定値の変更

保守員は、液面検出器、薬剤注入ポンプ及び移送ポンプ類の設定値を変更する必要がある場合は、

監督職員と協議すること。

(7)補充薬品等の保管

保守員は、補充薬品等の保管を行う場合は、横転倒に注意し、消防法を遵守して装置内に多量に放

´
り



置せず管理すること。

(8)廃棄物の引き渡 し

廃棄物の収集、運搬及び中間処理は、関係法令の規定に基づき適正に処理すること。

(9)警報及び故障時の対応

受注者は、設備等の警報及び故障等の通知を受けたときには、速やかに保守員を派遣 して故障の

対応を実施すること。

12.経 費の負担

(1)発注者が負担する経費は次のとおり。

イ.作業に必要な水道光熱費

(2)受注者が負担する経費は次のとおり。

イ.薬品等の消耗品 〈別表 1つ 、測定器具類 (別表ち)及び工具類

口.業務に必要な行政機関等への手続き、検査及び報告等に必要な費用

ハ.業務に必要なコピー用紙や記録紙

二.作業に必要な修理費及び交換費

ホ.その他、作業に必要な清掃用品、ウエス、ティッシュペーパー等の消耗品

へ.業務により生じた廃棄物の処分費

13.提 出書類 (定例 )

受注者は、発注者に次の書類を提出すること。 ()内は提出期限とする。

(1)装置Aの槽内洗浄実施計画表       (実 施する14日 以前)

(2)装置Aの槽内洗浄実施表         (実 施後速やかに)

※ 洗浄後のカラー写真を添付すること。

(3)装置の月間保守作業実施表        (翌 月速やかに)

(4)保守作業報告書 (様式 1及び様式2)   (別 途、監督職員から指示する)

(5)電気機器絶縁測定記録表 (年 2回)    (実 施後 14日 以内)

(6)pH記録紙               (翌 月の第 1回保守作業日まで)

※ 提出日が閉庁日の場合は、その翌開庁日までとする。

※ (3)、 (6)について、年度末の提出期限は 3月 31日 とする。

14:放流水量の報告

様式1つ備考欄には、装置Aの排出量を記入するとともに、その他、項目にない作業を行った場合も

記入すること。

15.関 係 法令

(1)環境基本法

(2)水質汚濁防止法

(平成 5年法律第 91号 )

(昭和 45年法律第 138号 )



〈3)下水道法

(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(5)電気事業法

(6)計量法

(7)消防法

(8)労働安全衛生法

(9)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

(10)東京都下水道条例

(11)東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例

(日召不113

(日召不口4

(日召禾日3

(平成

(昭和 2

(昭和 4

(平成 1

(日召禾日3

(平成

3年法律第

5年法律第 1

9年法律第 1

4年法律第

3年法律第 1

7年法律第

2年条例第2

4年条例第

4年条例第 1

7

3

7

5

8

5

1

8

4

9号)

7号)

0号 )

1号 )

6号 )

7号)

5号 )

9号 )

0号 )

16.再 委託

(1)一括再委託等の禁止

イ.受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第二者に委任し又は請け負わせてはなら

ない。

口。前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的

判断等を言うものとする。

(2)再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務

イ.受注者は、業務の一部 (「主たる部分」を除く。)を第二者に委任 し、又は請け負わせようとす

るとき (以下 「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行 う

業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載 した書面を発注者に提出し、承認を得

なければならない。

なお、再委託の内容を変更しようとするとき (軽微な変更を除く)も 同様とする。

口.前項の規定は、受注者が文書入力、印刷、製本、複製、資料整理、計算処理、槙型製作、翻訳、

参考書籍及び文献の購入、消耗品の購入等の作業に必要な業務を再委託 しようとするときは、適

用 しない。

ハ.受注者は、イ.にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行 うなど複数

の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託

の相手方の住所、氏名、再委託を行 う業務の範囲を記載 した書面 (以下「履行体制に関する書面」

という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとす

るときも同様 とする。

二.受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合

には、これに応 じなければならない。

17.危 険負担

受注者の使用人が発注者の施設物においてなす業務上の行為は、すべて受注者の責任とする。また、

8



業務上負傷 し、若しくは死亡した場合は、全て受注者の責任とする。

18.守秘義務

受注者は、業務上知り得た情報を外に漏らしてはならない。

1∝ 検査

履行完了にあたっては、検査職員の検査を受け、当該検査の合格をもって本件契約の履行があったも

のとする。

20.支 払条件

履行検査完了後、3月 毎支払とし、海上保安庁総務部長あて請求すること。

21=協 議事項

本仕様書において疑義が生じた場合は、協議して定めるものとする。

Ｏ

υ



様式 1

確認印

青海合同庁舎 排液処理設備 運転日報

令和  年  月  日( ) 時  分  天候 担当者

異 常 警 報 漏電 ( ) pH異常 (

無 。有 満水 (

機 器 類 の 点 検

機器名称 切替スイッチ 動 作

移送ポンプ 自動・切・手動 A 正・異

第一中和槽Nα職 拌機 A 正・異

第一中和槽M2攪拌機 自動・切・手動 A 正・異

混和槽攪拌機 自動・切・手動 A 正・異

凝集槽攪拌機 A 正・異

酸化槽攪拌機 自動・切・ 手動 A 正・異

第二中和槽攪拌機 自動・切・手動 A 正・異

吸着ポンプ 自動・切・ 手動 A 正・異

放流ポンプN01
1・ 交・ 2 自動・切・手動

A 正・異

放流ポンプNQ2 A 正・異

逆洗貯槽ポンプ 自動・切・手動 A 正・異

混和槽硫酸注入ポンプ 正・異

第一中和槽Ml
苛性注入ポンプ

自動・切・手動 正・異

第一中和槽M2
苛性注入ポンプ

自動・切・ 手動 正・異

混和槽苛性注入ボンプ 自動・切・手動 正・ 異

凝集剤注入ボンプ 自動・切・ 手動 正・異

次亜注入ポンプ 自動・切・手動 正・異

塩鉄注入ポンプ 自動・切・手動 正・異

キレート剤注入ポンプ 自動・切・手動

第二中和槽

硫酸注入ポンプ
自動・切・手動 正・異

第二中和槽

苛性注入ポンプ
自動・切・手動 正・異

苛性タンク攪拌機 切・入 A 正・ 異

凝集剤タンク攪拌機 切・ 入 A

キレート剤タンク攪拌機 切・入 正・異

次亜タンク攪拌機 切・ 入 A .正・異

備
考

N0 1

電流値

自動・切・ 手動

自動・切・ 手動

自動・切・手動

正・異

正・異



NO.2

処 理 槽 の 点 検

槽 名 称 点検項目 点検状況 点検項 目 点検状況

施設全ilt 異音、振動 無。有 ( ) 臭気 無・有 ( )

貯槽
槽内の点検 正常・異常 ( ) フロート 正常・異常 ( )

移行水量 ilf/h

第一中和槽Ml 槽内の点検 正常・異常 ( ) pH

攪拌状況 正常・異常 ( )

第一中和槽N02
槽内の点検 正常・異常 ( ) pH

攪拌状況 正常・異常 ( )

混和槽
槽内の点検 正常・異常 ( ) pH

攪拌状況 正常・異常 ( )

凝集槽
槽内の点検 正常・異常 ( ) 凝集状況 正常・異常 ( )

攪拌状況 正常・異常 ( )

沈殿槽
槽内の点検 正常・異常 ( ) 沈降状況 正常・異常 ( )

界面状況 正常・異常 ( )

酸化楠
槽内の点検 正常・異常 ( ) ORP

攪拌状況 正常・異常 ( )

第二中和槽
槽内の点検 正常・異常 ( ) pH

攪拌状況 正常・異常 ( )

揚水槽 槽内の点検 正常・異常 ( ) フロート 正常・異常 ( )

活性炭吸着塔
通水流量 :lf/h 入口側圧力 MPa

逆洗流量 if/h 出 口側圧力 MPa

調整檀

槽内の点検 正常・異常 ( ) フロート 正常・異常 ( )

放流水量 ポ/h pH

放流水積算量 m

逆洗貯楠
槽内の点検

沈殿物確認

正常・異常 ( ) フロート 正常・異常 ( )

正常・異常 ( )

第一中和槽Ml
苛性注入ポンプ

注入の点検 正常・異常 ( )

薬品残量 0

第一中和槽N02

苛性注入ポンプ
注入の点検 正常・異常 ( )

混和槽苛性注入ポンプ 注入の点検 正常・異常 ( )

第二中和槽

苛性注入ポンプ
注入の点検 正常・異常 ( )

混和槽硫酸注入ポンプ 注入の点検 正常・異常 ( )

薬品残量第二中和槽

硫酸注入ポンプ
注入の点検 正常・異常 ( )

塩鉄注入ポンプ 注入の点検 正常・異常 ( ) 薬品残量

キレート剤注入ポンプ 注入の点検 正常・異常 ( ) 薬品残量

凝集剤注入ポンプ 注入の点検 正常・異常 ( ) 薬品残量

次亜注入ポンプ 注入の点検 正常・異常 ( ) 薬品残量

蓋等の補修 不必要 。実施

衛生害虫の駆除 不必要 ・ 実施

周囲の点検

備
考

C

不必要 ・ 実施



排 ガ ス 洗 浄 装 置 チ ッ ク リ ス ト

点検曰  令和  年  月 ロ 嗜 || 天 侯 ℃

点検者

確認印

点検箇所 点検項目 点検内容

異 常 有 無   (実施内容)

1,機 2号機 3,機 4,機 5号機 6,機 7号機 8=機

SC-2a SC-2 b SC-4 c SC-la SC-3a SC-4b SC-4a SC-5a

洗
浄
塔
本
体

① 洗浄埓術環水タンク液面(水位) (水位)ボ ールタップ面まで 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

②
循環水タンクヘの給水管点検
及びタンク漏れ点検

管・槽からの液漏れ
水の交換 `l

t施
●

実施

イ|

実施

イ|

,:“ ,

有

実施

イl

■施

有

実施

イ|

■趾

③ 循環檜の汚れ及び具物確認 ||1見 ′輩t,1= 無  イ 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

0処理装置本体に異常振動確認 目視触手薇朧 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

O処理風■の確認 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

洗

浄

ポ
ン

ブ

⑥ 洗浄月ボンプ電流任チェック

⑦洗浄用ボンプ異常普及び振動 目視触 手確認 無  有 無  有 無  有 無   有 無  有 無  有 無  有 無  有

C洗浄用ボンプ■動機の異常熱 日視触 手確認 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

送

風

機

⑨ モーター異常普及び振動 Fl■ 触 F確認 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

⑩ モーター電流値チェック IⅢ ,|||I Ⅲ1 1111

① vベルトの状況 ベル トの緩み・亀裂 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

⑫ ファン■動機の異常熱 目視触手確認 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

li悦籠認 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

薬
液装
注置
入

●貯留槽ノ)茂■

0貯留1● の漏れ・外観点検 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

⑩ 注入ボンプの異常普及び振動・熟 |‐
1 1 . 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無   有 無  有 無  有

O pH計電極のKCL量 の確露 |1攪 磁

“

無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有 無  有

記軍τ;ミ扇7落
~~夏

T:]貢国
「

ワ,菫T,Iラ雨

様式 2



別紙 1

当姜
―
躍塁:A

(1)設備概要

庁舎の各実験室より排出される廃液を下水道法の下水排除基準濃度以下に処

理を行い、下水道へ排出するものである。

(2)配管材等材質

耐薬品を考慮したものとする。

(3)廃水処理能力

1lm3/日

(4)主な廃液の種類

(5)処理濃度基準

pH5～ 9、 マンガン1 0mg/2未満、ヨウ素消費量2 20mg/0未満とし、

その他は東京都下水道排出基準による。

薬 品 名 数  量 薬 品 名 数  量

炭酸ナ トリウム 120 (gノ/′ 日) 水酸化カ リウム 8(g//′ 日)

ヨウ化カ リウム 4(g//日 ) 硝酸 2(0′ //日 )

塩 酸 2(0//日 ) 過酸化水素水 40 (gン /′ 日)

硫酸 50 (g′/′ 日) 炭酸アンモニウム 200 (g/日 )

水酸化ナ トリウム 100 (g′ /′ 日) 次亜塩素酸ナ トリウム 10(g//日 )

アンモニア水 0.4(2//日 ) :r:f )V7 )V=*lV 0.05 ( 2 //日 )

|

|



別紙 2

排 水 フロー シー ト

実 験 排 水

放 流

貯 槽

酸 化 槽第 一 中 和 槽 No.1

第 一 中 和 槽 No.2 第 二 中 和 槽

,昆禾ロオ曹 揚 水 槽

凝 集 槽 活 性 炭 吸 着 塔

沈 澱 槽 調 整 槽



別紙 3

装 置 B

(1)設備概要

庁舎の各実験室より排出される実験排ガスを水に溶解させ、廃液処理設備へ排出

するものである。

(2)配管材等材質

耐薬品を十分考慮したもの。

(3)主な廃液及び排ガスの種類

薬 品 名
年 間

使用量

年 間

ガ ス

発生量

処 理 方 法

洗浄塔

処 理

廃液処

理設備

塩 酸 60 0 32 ◎ ◎

硝酸 402 10 ◎ ◎

硫酸 10 ◎

-f )v7 /v:r * )v 10 ◎

アンモニア水 502 ◎

|

|



別紙 4

排ガス洗浄装置機器一覧

t幕 番晏 SC-lo SC-2a SC-2b SC-3a SC-4a SC―-4b SЭ -4c
2,器名称 2F14:「

"':iti11 00莱

.~|に |― |':::[ |・
‐
1■r 2F腋針能実験

=4フ
ード系 2「 ■イ|す 能牢●■下 ■1(,■ 2「 放 ,捕L実験 :三400系

.浄 塔型式 TRS― F40 TRS― F60 TRS― F60 TRS― F80 TRS― F100 TRS― F100 TRS― F100 s― Fl

聾蔀 。
~

L100674 SC-lo L100674 SC-2a L100674 SC-2b L100674 SC-3a L100674 SC)-4a L100674 SC-4b L100674 SC-4● し100674 SC― 5.]

―風壼型式 CeS-151-RL2-S CTF-201-RL2-S CTF-201-RL2-S CES-201-RRl― S CES-201-RRl― S FTF-253-RR2-S CES-201-RL2-S 1- 1-

凛 :縦言
~

10A01 10B0200039 1080200040 10A0200243 1(OA0200244 10E0250129 1()ム0200245 1

爆 33m3.′ miロ 42m3/min 4 2rn3/min 70m3′′
rnin 80rn3ア min 84m3/min 84m3/min 9

澤圧 ).34kpa lk'3 0.8kpa lkPa 1.08kPa lkPa 0 2kP3

,Fヽ, 2750min-1 2750min-1 1・■ 01, -1 1700Fnin i 2650min― i 1 700rnln-1 1

勤強各 日 立 日 ■ 日 立 日立

:カ 1 5kw 1 5kw 1.5に、v 2.2い v 3フ kw 3.,kw 3.7kw
:庄・極数 200V X 4P 200VX 4p 200V X 4P 200VX 4p 200V X4' 200VX 4p 200V X 4p oov X 4P

A(R)X43メ
V″ フ`レト A.歓)39X2本 A(R)89X2本 A(R)89X2本 A(R)X41X2本 A(R● 41X2本

~~丙
碩フ4× 2本 人 R)K41x2f

ブーリーF 0109 Φ 80 080 0132 0118 C)100 0118 1 2

M 0160 0160 0160 0140 0140 0190 0140 1 ()

F
'1墜

1等N0 UCP-205 UCP-205 t,CP-205 uCP-205 UCP-205 #6308 uCP-205

UCP-205 uCP-205 uCP-205 t,CP-205 #6307 υCP 205_____

●_:.(り
`t」

_|,ハ ´` |´ VES-0405EOAKNS    VES-0405EOAК NS ″|`. ,I.11り :1'AI:｀ .t, VES・ 0501F00KNS .:.、 「 |,Ⅲ I 10〕 に、3 マヒ●、 1,ユ }|

甦造 NO 1 136 1 0VК 04001 37 10VК0400138 10VK04001 39 1()VK0500046 1 0VK0500047 1 o5oo04

70し′min 105L/min 105Lノ min 135L/rnin 1 70Llmin 1701ノ mlo 170L′ mln 170し′

〕程 3rn 3rn 3m 3rn 4 rn 4m 4「n 4rn

l転数 1 450min-1 I 4 5Ofirn-1 1 450min-1 1 450min-1 1 39 5min-1 1 3 95min-1 1395mm二」_ 1 395mln‐ 1

:効撻名 =相t確 二:′ 1111■ヽ 二柏電機 」R II'丼 三 I」 よ摯
~~~三

百 電機

:力 0.2kw 0 2kw 0.2kw 0 4kw 0 4kw 0生ヒW_ 4k■v

200VX 4P 200VX4P 200V X 4P 200V X4P 200V X 4P 200VX 4P 2ooV X 4P 2()1)V X4P

↑キ記事項



男ll紙 5

局所排気装置機器一覧

機器番号 DC-la DC-ld DO-le DC-2a DC-3a DC-3b DC-3c

設置場所 放射能実験室 1 放射能実験窒3 放射能実験室3 放射能実験室4 放射能実験室4 放射能実験室2 海洋汚染実験室 1 海澪汚棄実験室2 海洋汚彙実験室2

形 式 酸分解型 酸分解型 酸分解型 酸分解型 酸分解型 過塩素酸型 過塩素酸型 過塩素酸型

本体材料 ステール製 ステール製 ステール製 ステール製 ステール製 ステール製 ステール製 スチール製 ステール製

仕上 耐薬品性塗料焼付仕上 耐薬品性塗料焼付仕上 耐薬品性塗料焼付仕上 耐薬品性塗料焼付仕上 耐薬品性塗料焼付仕上 耐薬品性塗料焼付仕上 耐薬品性塗料燒付仕上 耐薬品性塗料焼付仕■ 耐薬品性塗料焼付仕上

内装 耐熱性硬質塩化ビニル 耐熱性硬質塩化ビニル 耐熱性硬賛塩化ビニル 耐熱性硬質塩化ビニル 耐熱性硬質塩化ビニル 耐熱性硬賛塩化ビニル 耐熱性硬質塩化ビニル 耐熟性硬質塩化ビニル 耐熱性硬贅塩化ビニル

件業面仕上 陶器製 陶器製 陶器製 陶器製 詢器製 陶器製 陶器製 陶器製 陶器製

電気容量 相
¨
　

　

Ｖ

　

　

Ａ

1

100

20

1

100

80

|

100

,00

1

100

20

1

100

40

1

100

20

1

100

20

1

100

80

1

100

20

排気風ニ 35r/min 35市 /mln 36“ /min 35H/min 35ポ /min 37n1/min 35ni/min 35ni/min 35詰 /min

n,i

(mm)

W,.300 W l.300 Wl.800 い′1.300 Wl.800 Wl.800 Wl.800

0335 D805 0835 D805 0835 0986 D835 D335 0835

H2.350 H2.350 H2.350 H2.360 H2.350 H2.350 H2.350 H2.350 H2.350

DC-lb DC-lc

酸分解型

wl.300 Wl.800



男ll糸氏‐6

装 置  B 点 検 項 目 表

口   ″
ロロ  ●「

=

通 常 点 検
定 期 点 検

点 検 項 目 頻度及び方法目的

1)運転 1.洗浄塔ダク トの損傷

2.循環液槽の液面

3.循環液槽への給水

及び循環槽の汚れ

4.バルプの開閉の正常

確認

5.吹上フー ド、ダク ト

吹込部の異物

毎 週

毎 週

毎 週

毎

毎

週

週

日視

目視

目視 流量計にて 200ノmmを

確認

目視及び手操作・ ドレーン給水、

流量調整、各バルブ

目視

2)ポンプ 1.電流チェック

2.異常音・振動

3.異常熱

4.液面チェック

5.流量

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

日視

人の感覚・測定 (振動)

人の感覚 モーターは外気40℃

で70℃までのこと

日視 ケーシングより上面に液面

があること

目視

lヶ月に 1度、運転で

軽 く廻るかチェック

3)送風機 音、振動

温度

電流

Vベル ト張 り

潤滑状態

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

取付ゆるみ、軸受破損、羽根車、

ベル トスリップ

軸受

(外気+30℃ ～ 60℃まで)

l Omm-2 0mm

定期点検 1回/1年

羽根車の清掃 :

振動が発生 したとき

4)ス クラ

バ ー

洗浄液量

処理風量

本体静圧 (マ ノメーター )

タンク

循環タンク状況確認

スクラバー本体

ボールタップ

薬注設備

随 時

毎 月

毎 月

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

毎 週

目視 各系統別液量

目視 各系統別風量

目視 300Pa以 下

目視 スラッジのたま りを除く

清掃 汚れている場合は水交換

目視 pH値 の測定

目視 正常にポンプから送水 して

いること

目視 液漏れ

日視 液漏れ

pH値が低下している機器の運転

苛性 ソーダの残量確認・補充
|



薬品類 別表 1

薬品名 規  格 年間必要数量 補充濃度 備    考

塩化第二鉄 液体 39% 1 7 0kg 39% 装置A

凝集剤 7=:t./ l6rtt 3 kg 0. 1～ 0. 2% 装置A

キレー ト剤 エポフロックL-1 液体 1 0kg 装置A

次亜塩素酸 ソーダ 液体 3 8 0kg 12% 装置A

苛性 ソーダ 液体 25% ロー リー 7 9 0kg 25% 装置A

苛性ソーダ zS-tt fi 1 2 5kg ,\*)V 装置 B薬液注入用

硫 酸 液 体 2 0 0kg 25% 装置A

活性炭

石炭破砕炭 8～ 32メ ッシュ

支持砂利 2～ 4m
支持砂利 4～ 8 mn

支持砂利 8～ 1 2im

5500
500
500
500

装置A



電極設置場所 別表 2

区 分 槽  名 電極名 電 極 規 格 基準値 (参考)

装置A

第一中和槽Ml pH計 CT-1型複合用電極 pH3～ 4

第一中和槽ヽ 2 pH計 CT-1型複合用電極 pH8～ 9

混和槽 pH計 CT-1型複合用電極 pH8～ 9

第二中和槽 pH計 CT-1型複合用電極 pH5～ 9

調整槽 pH計 CT-1型複合用電極 pH5～ 9

酸化槽 ORP計 CM-1型複合用電極 ORP 3 0 0mV～ 3 5 0mV

装置 B スクラバー pH計 浸漬型 pH電極 5600 pH1-14



廃棄物の回収及び保管場所 別表 3

廃棄物名 回収時期 回収量 (年 ) 回収及び保管場所 備 考

スラリー (槽内汚泥) 6t 装置A

スラッジ (廃活性炭)
交換時
(年 1回 )

7000 装置A

槽内清掃時
(年 1回 )



廃棄物中間処理法 男11表 4

廃 棄 物 名 車 両 種 別 処  理  法

スラリー (槽内清掃時発生) バキューム車 凝集沈澱―脱水―埋立

スラッジ (廃活性炭) トラック 焼却―埋立



装置Aの交換部品一覧 別 表 5

区 分 部 品 名 単位 数 量 備   考

整備機器

スクラバー充填物洗浄
ヱ 、

8 装置B セイコー化工機製TRS―F40 1台 F60 2台  F80 1台  F100 4台

ミス トキャッチャー洗浄 8 装置B セイコー化工機製

測定部品

pH計複合電極 本 5 装置A タクミナ製 pH複合電極 CT-1(交 換頻度 1回/年 )

ORP計複合電極 本 1 装置A タクミナ製ORP複合電極 CM-1(交 換頻度 1回/年 )

複合電極用ホルダー 本 0
装置A タクミナ製複合電極用ホルダー HI― P 2m l本
交換頻度 1回/5年  (R3年度交換済、次回R8年度要交換)

複合電極用ホルダー 本 0
装置A タクミナ製複合電極用ホルダー HI― P 2.5m 5本
交換頻度 1回/5年  (R3年度交換済、次回R8年度要交換)

処理水用電磁式積算流量計 0
装置A愛知時計電機製 SW50-KN
交換頻度1回 /10年 (R3年度交換済、次回R13年度要交換)

。H計複合電極 本 2
装置B 東亜D K Kttp H複 合電極 EL5600-5F
交換頻度 1回・ 2本/2年 R4年度2本交換 (8台 中2台 を毎年度順次交換)

複合電極用ホルダー 本 2
装置B 東亜D K Kttp H複 合電極用ホルダー HC-763
交換頻度 1回・ 2本/2年 R4年度2本交換 (8台 中2台を毎年度順次交換)

電気機器絶縁測定 回 2

消耗品

記録紙 個 12 TM O-14 同等品

記録ヘッド 個 1 装置A タクミナ製 pH記録計PFR用

pH標準液 本 60 pH4:24本 、 pH7:24本  pH9:12本 (各 500m2)

ORP校正試薬 袋 12 500n」 用

純水 箱 1 2011χ

塩化カリウム飽和溶液 本 24 KCL飽 和溶液 (500m2)

再生綿布 kg 10 自 (上 )

回収容器 個 154 20(lκポリ容器

シータンサー用バッテリー イ固 0
装置A制御盤内三菱製シーケンサFX2N-80MR用 バッテリー F2-40BL
交換頻度1回/5年 (R3年度交換済、次回R8年度要交換)

タッチパネル用バッテリー 個 0
装置A制御盤内三菱製タッチパネルGT-1050-QBBD用バッテリー GTll-50BAT
交換頻度1回/5年 (R3年度交換済、次回R8年度要交換)

その他 式 1
清掃用品、ウエス、ティッシュペーパー、脱脂綿、ビー万=了7ラフTフ=≡万ル「
塗料、ピンセット、ハケ、Vベルト等



別 添

身 上 ・ 経 歴 書
bn

(フ リガナ) 生 年 月 日

写 真

上半身
無帽

縦4cm Xl黄 3cm

氏  名

昭・平   年 月 日生

(  歳)

身長

体重

血液型

kg

型 Rh現 住 所

T ■t

産

業

廃

棄

物

処

理

業

経

歴

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

免

許

資

格

等



学

　

　

歴

年

年

年

年

年

年

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

職

　

歴

　

＾
産

業

廃

棄

物

処

理

業

以

外

）

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

月から

月まで

(自 由記入欄 )

※書ききれない場合は自由記入欄又は別紙 (様式自由)に記載すること。

※「業務に関する資格証(写 )」「雇用関係を証明する書類」を添付すること。


